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1980年 代 の ア メ リカ国 際 航 空 輸 送 政 策 と

メ ジ ャー の台 頭

松 本 俊 哉

は じ め に

戦後の国際航空秩序を形成 したシカゴ体制1}の下,30余 年にわたって,ア メ

.リカの国際航空輸送政策は過当競争の排除を.目的とす る 「規制された競争」を

支持 してきた。ところが,1970年 代後半,ア メリカ政府は従来の政策を 「自由

な競争環境 の構築」を目指す自由化政策へ転換 し,IATA運 賃決定機構の掘

崩しや二国間協定の白山化を通 じて国際線市場における競争を促進 してきた。

現在,ア メリカ政府はオープンスカイ政策によってこの自由化政策をさらに進

ゆ,シ カゴ体制に代わ る新たな国際航空秩序を再編 しようとしている。 した

がって,現 在の国際航空秩序の構造とその将来を展望するにあたっては,国 際

航空秩序の転換 と再編を主導 してきたアメリカの自由化政策の分析が不 日f欠の

課題である。

また,こ うしたアメリカの国際航空輸送におげる自由化政策は,第 一に,

1970年 代末以降の.各産業分野における規制緩和政策の典型として,第 二に,

1980年代以降とみに強まりを見せてきた国際競争力強化政策の典型 として位置

付けられる。そのため,ア メリカの国際航空自由化政策の分析は,と りわけア

メリカ企業が圧倒的な国際競争力を保持する分野における国際競争力強化政策

1)戦 後 の国 際 航 空 輸 送 にお け'る 制 度 的 枠 組 み は,1944年 シ カ ゴ条 約,1945年 国 際 航 空 運送 協 会

(lnternationalAfrTransportationAsaocia40n:IATA)設 立,1946年 バ ミュー ダ協 定 に よ って

確 立 した 。 シ カ ゴ体 制 の形 成 と変 遷 につ し・て は,坂 本 昭 雄 睨 代 空輸 論 」 劇1堂 書 店1988年 、

66-79ペ ー ジ等 を参 照 ひ
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の形 成 ・展 開過 程 を解 明 す る一 助 とな る と考 え る 。

以 上 の 問題 意識 に基 づ い て,本 稿 で は,1980年 代 の 国 際航 空輸 送 政 策 につ い

て,主 と して ア メ リ カ大 手 航 空輸 送 企 業=メ ジ ャー(「 メ ジ ャー 」 の 用 法 は後

述)の 国 際 線 市 場 へ の 進 出 との 関 わ りに お い て考 察 を行 う。 とい うの も,80年

代,国 際 線 市 場 へ 急 速 な進 出 を 遂 げ 新 た な競 争 主 体 と して台 頭 す る こ と に な っ

たメジャーの存在演,.今 日に至るアメリカの国際航空輸送政策を規定 してきた

と考 え られ るか らで あ る。

1国 際線市場における運航企業の交代

シ カ ゴ体 制 下,国 際 運 航 に従 事 す る ア メ リカ航 空 輸 送企 業 は市 場 をす みわ け

なが ら独 占的 な地 位 を 享受 して きた 。 そ れ は,パ ンナ ムが 国 際 運航 の専 門企 業

と して 全 市 場 に展 開 し,そ の パ ンナ ム を補 足 す るか た ちでTWA,ノ ー ス ウエ

.ス ト,イ ー.スタ ンな どの 各社 が大 西 洋,太 平 洋,ラ テ ンア メ リカの 各 市 場 へ 分

け て参 入す る とい う もので あ った 。

しか し,70年 代 後 半 の ア メ リカ政 府 の 自由.化政 策へ の転 換 を機1ち ア メ リカ

航 空 輸 送企 業 の 国 際線.市場 に お け る競 争 構 造 は変.化して い った。

第1表 は,1978年 か ら88年 まで の各 地 域 市 場 にお け る ア メ リ カ大 手 各社 の輸

送 シ ェ アの 推 移 を示 して い る。大 西 洋 市 場 に お け る1977年 時 点 の 運航 企 業 は,

.パ ンナ ム,TWA,ナ シ ョナ1レの3社 だ けで あ ったが,そg後1978年 に ブ ラニ

フ とデ ル タ,79年 に.ノー ス ウエ ス ト,82年 に ア メ リ カ ン,85年 に コ ンチ ネ ンタ

ル の.各社 が 参 入 した。 新 規 参 入 を果 た した デ ル タ,ノ ー ス ウエ ス ト,ア メ リカ

ンは 先 発 企 業 で あ る パ ンナ ム,TWAの シ ェア を侵 食 し,10年 間で 市 場 シ ェア

の 約25%を 奪 取 した 。太 平 洋 市 場 に 目 を転 じる と,1977年 の 運航 企 業 は,パ ン

ナ ム,.ノ ー ス ウエ ス ト,コ ンテ.ネン タル の3社 だ けで あ った が,そ の 後1983年

にユ ナ イ テ ッ ド,87年 に デ ル タ とア メ リカ ンの各 社 が 参 入 した 。 太 平 洋市 場 は

80年 代 を通 じて 最 も急 速 に拡 大 した が,パ ンナ ム は シ ェ ア低 下 に続 き,86年 に

は 同市 場 か らの退 出 に至 った 。 そ の 後.ノ ー ス ウエ ス トとユ ナ.イテ ッ ドが シ ェ
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第.1表 アメリカ大手航空輸送企業の地域別有償旅客マイルシェア(1978一鴎年)(%〉

麟
.

航空輸送企業 1978 1979 1980 1981 1982 1983 王984 1985 1986 1987 1988
r

パ ン ナ ム 47.2 42.7 4生7 45.0 16.1 44,5:41.7 36.9 42.0 40.1 37.8

TWA 44.0 41.1 39.5 41.2 41.0 42.2 45.2 45.0 32.8 29.9 28.9

大 ナ シ ョ ナ ル 4.8 5.5
} 　 　

一一一一一一

酉 プ ラ ニ フ 2.5 5.7 7.o 1.9 0.7
一 一 一

.一

デ ル タ 1.5 3」 4.5 4.4 4.7 4.1 4.3 4.9 6.1 7.1 7.6

洋
ノー ス ウ エ ス ト

一

1.9 4.4 6.0 6.1 6.6 6.2 6.7 B.2 6.4 6.6

市 ウ.エ ス タ ン }

一

1.4 　

一一

『

一一一

場 ア メ リ カ ン

一一一一

1.4 2.4 2.6 5.4 7.7 工o.o 10.8

コンチネンタル 　 一 } 『 一

一一

1.1 2.1 5.9 7.6

イ ー ス タ ン
一 一 一 一 一 一 一 03 1.1 一 一

太
パ ン ナ ム 74.8 61.2 56.8 57.2 50.0 48.0 40.4 33.9 3.4

一一

ノ ー ス ウ エ ス ト 22.9 32.0 33.3 36.4 43.3 44.6 50.2 49.6 48.7 45.2 42.9

平 「

コ ン テ 不 ン タ ル 2.3. 5.0. 5.9 6.4 6.6 6.8 8.3 9.9 11.2 12.6 12.9

洋 ブ ラ ニ フ 1.8 4.0

...

ゴ...

....一

　

一

面
ユ ナ イ テ ァ ド

一

一 　

一一

0.6 】.1 6.7 .36,8. 40.3 40.1

デ ル タ 一! 　 　 　 　

一一

}

一

0.9 2.3

場
ア メ リ カ ン

一 一 一 一 一 一 一 一 一 1.1 1.8

パ ン ナ ム 21.8 21.9 23.0 呂5.8 ヨ4.5 34.8 32.3 30.9 39.1 36.8 35.1

ラ イ ー ス タ ン 29.3 28.1 28.3 2.2 24.3 .30.0 28.9 28.2 23.6 25.1 23.2

テ ア メ リ カ ン 25.7 25.5 24.2 23.4 22.6. 21.4 23.1 24.6 22.7 22.3 21.5

ン

ア

ブ ラ ニ フ 14.0 14.0 14.4 22.8 6.9

一一一一一一

メ ウ ェ ス タ ン 5.0 5.5 5.7 10.3 6.0 6.4 6.7 6コ 5.1 1.4 　

リ

カ

デ ル タ 4.3 4.4 4.2 3.8 4.2 ・{
.1 5.O 5.3 4.9 8.G 6.7

市 コ ンチ ネ ン タ ル 一 0.1 0.2 1.6 1.5 3.3 4.0 4.6 4.6 6.5 9.9

場 ナ シ ョ ナ ル

一

0.4

一一.一一一一一一一

ピー ド モ ン ト 一 一一 -}

1

一 一 』 一

一

o.1 0.6

原 出 所=U.S.DOT,AirCarrierTrafficStatisticsMonthly.

出 所 二U.S、DOT,Secretary'sTaskFbc,onCompetitor.加'加 猷5Do耀5薦 距r伽 ε1η4臨':y,

あ 卿 π画o麗 ご.4'rSm'廊,1990,VV.67-69,Table皿一27,28,29よ り作 成 。

アを拡 大 させ 同市 場 を分 割 す る こ と とな った 。 ラテ ンア メ リカ市 場 は,他 の市

場 と比 較 して大 き な変 化 はな か った が,ブ ラニ フの退 出 とコ ンチ ネ ンタ ル の参

入が あ った 。

第2表 は,ア メ リカ大 手 各 社 の 総 運 航収 入 に 占 め る 国際 運 航 収 入 の 割 合 の推

参.
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第2表 アメ リカ大 手航 空輸送 企 業の総 運航 収入 に 占め る国際運 航収 入 の割合(%)

航空輸送企業 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994
一

バ ン ナ ム 92.5 73.9. 77.0 79.5 49.8 77.6 n.a,
一1

一

TWA 34.2 32.3 36.7i 43.9 35.1 36.4 n.a. n.a. n.a..

ノ ー ス ウ エ ス ト. 29.1 33.4 ・41 .2 45.4 44.6 39.3 40.8 42.3 39.1

ブ ラ ニ フ 25.4 30.8 29.3

一一一

一

一一

イ ー ス タ ン 14.9 13.6 8.6 9.0 9.5 12』 n.a.

一

一

ナ シ.ヨ ナ ル ユ2ユ

一一一

一

一一

一

一.

ア メ リ カ ン 11.7 12.3 7.0 6.9 9ユ 11.6 16.4126.9 28.3

ウ ェ ス タ ン 6.0 .8.5 6.7 5.5. 4.7
一 一

一

コ ン チ ネ ン タ ル 3.3 8.7 11.9 20.7 18.3 19.1 22.4 26.3 25.1

デ ル タ 3.1 4.4 4.1 4.3 5.6 9.6 12.0 20.ユ 21.2

ユ ナ イ テ ッ ド

一一.

一 2.5 14.4 20.4 n.a. 37.2 34.8

,璽r歪α'.～置α`.h.,ICAO声 伍82∬ψ.56鷹ゼ瀬ご∫,Fひ.ηα肌',,IL}``鼠U.S.DOT,AirCarrier.揖'醒ρ原出所:

出所:1978-88年 の数値 は,U、S、DOT,謝 嵐,p.訪、Table皿一23より作成。1990年以降の数値は,
ICAO,1占 砿,1990,1992,1994,各 号より抜粋した。

移 を示 して い る。 パ ンナ ム,イ ー ス タ ンな どの 先 発 企 業 が90年 代 に 入 り国際 運

航 を停 止.した 一 方,80年 代 後 半 以 降,従 来 專 ら国 内 運 航 に 従 事 して きた 各社 が

国際 運 航 収 入 の 割 合 を増 大 させ て きた こ と,す なわ ちそ の 蓄 積 基 盤 を 国 内線 市

場 か ら国際 線 市 場 へ拡 大 して きた こ とが わ か る。

80年 代 を通 して,従 来専 ら国 内運 航 に従 事 して きた 航 空 輸 送 企 業 が 相 次 い で

国 際線 市 場 へ 新 規 参.入を果 た す と と もに先 発 企 業 か ら市 場 シ ェ ア を奪 取 した 。

そ の結 果,先 発 企 業 は シ ェ アの 低.ドに続 い て そ の多 くが 市 場 か ら退 出 して ゆ く

こ とに な った。 この よ うに,80年 代 の ア メ リカ 国際 線 市場 にお け る競 争 構 造 の

変 化 の特 徴 は,従 来 ア メ リカ を代 表 し独 占 的 地位 を享 受 して きた 国 際 運 航 企 業

か ら専 ら国 内線 市 場 を蓄 積 基 盤 と して きた 国 内運 航 企 業 へ の運 航 企 業 の 交 代 に

あ った 。.

なお,こ こで アメ リカ航 空 輸 送企 業 を以 下 の よ うに分 類 す る こ とを断 わ って

お きた い3}。か つ て 国 際 路 線 に お い て独 占的 な地 位 を享 受 して きた が80年 代 を

2)ア.メ リカ政府は,航 空輸送企業の分類を営業収入を.基準 として行い.年 間収入が10億 ドル以上

の航空輸送企業をメジャー(Maim)と 呼称する。この基準に従えば,パ ンナム.Tina,イ ー

スタン各社はメジャーであるが,本 稿では異なった定義を用いている。
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通 じて 市 場 か ら後 退 して い っ た企 業 群 を フ ラ ッグ キ ャ リア 〔パ ンナ ム,TWA,

イー ス タ ン)と し,従 来 国 内路 線 を主 た る蓄 積 基 盤 と しな が ら も80年 代 に 急速

に国 際線 市 場 へ の進 出 を遂 げ た企 業 群 を メ ジ ャー(ユ ナ イテ ッ ド,ア メ リカ ン,

デ ル タ,ノ ー ス ウエ ス ト,コ ンチ ネ ンタ ル)と して 両 者 を 区 別 した い 。

Hメ ジャーの国際線市場進出をめぐる政策

1自 由化政策への転換31

前 節 で み た国 際 線 市 場 にお け る フ ラ ッグキ ャ リア か らメ ジ ャーへ の交 代 は,.

アメ リカ政 府 の 国 際 航 空 輸 送 政 策 の 転 換,す な わ ち フラ ッグ キ ャ リアが 排 他 的

に運 航 して きた 国 際 線 市 場 ヘ メ ジ ャー を 追 加 的 に 参 入せ しめ競 争 促 進 を 図 る政

策 へ の転 換 が 契 機 とな った 。

戦 後,.ア メ リカの 歴 代 政 権 は,ニ ク ソ ン政権 α970年5月,国 際 航 空 輸 送 政

策 声 明)に 至 る まで,IATAに よ る 国 際 運 賃 設 定 を 承 認 し,二 国 間 協 定 に基

づ く路 線 ・輸 送 力 ・運 賃 等 の 規 制 を支 持 す る国 際航 空輸 送 政 策 を採 用 して きた 。

つ ま り,.ア メ リカ政 府 は シ カ ゴ体 制 下 で 「規 制 さ れ た競 争 」 を受 容 し,フ ラ ッ

グキ ャ リア の独 占的 地 位 を保 証 して きた の で あ った 。

し か し そ の 後,当 時 国 内 で 着 手 さ れ つ つ あ っ た 規 制 改 革(Regulation

Reform)を 国 際 分 野 に ま で拡 大 す る こ とを 要 請 した フ ォー ド政 権 の 国 際 航 空

輸 送政 策 〔1976年9月 発 表)を 機 に,ア メ リカ の 国 際航 空輸 送政 策 は 「規 制 さ

れ た競 争 」 か ら低 運 賃 お よび サ ー ビ ス改 善 に つ なが る競 争 環 境 の整 備 を国 際 線

市 場 に おい て も推 進 す る 「競 争 的 市場 諸力 へ の信 頼 」 に基 づ く競 争 促 進 的 な政

策 へ と転 換 し始 め た 。

こ う した なか で 行 わ れ た 米 菓 バ ミ訟一 ダ協 定 改訂(1977年7月 調 印)は,事

前 審 査 に よ る輸 送 力 管 理 や 原 則 一 路線 一社 制 を規 定 した た め,議 会,航 空 輸 送

3)政 策 転 換 の 背 景 お よ び 経 緯 に つ い て は.Taneja,N.K.,U.S.lnternationalAetiationPolicy,

Lexin区L【,【 凪,LビxirlgLonBook5,1980,pp.16-8S,Dobsく ⊃IL,A.P.,Flyingin∫ 畑 凡r`冠qズCひ エημ`ご8ゴθ居

London,Avebu■yAviation,IU95,PD.147-178,を 参 照 し た 。
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業 界,学 界,消 費 者 団体 か らの反 競 争 的で あ る との批 判 に晒 され,競 争 促 進 的

な政 策 の推 進 に拍 車 を か け る 要 因 とな った 。

これ に呼 応 して,1978年8月21日,カ ー ター政 権 は 「国 際航 空輸 送交 渉 に 関

す る ア メ リカの 政 策 」(カ ー ター 声 明)を 発 表 し,ア メ リ カ政 府 が 航 空 交 渉 に

お い て採 るべ き ス タ ン ス を明 らか に した。 カ ー タ山政 権 の立 場 と政 策 日的 は,

市 場 効 率 主 義 と それ を 論 拠 と した 消 費 者 利益 に あ り,こ こ に 「規 制 され た競

争 」 との訣 別 が 明 らか と な った 。 カー ター 声 明 は,航 空 交 渉 を通 じて達 成 す べ

き 目標 と して,競 争 的 な運 賃 設 定,チ ャー ター 便 規 制 の 自由化,定 期 便 の輸 送

力 ・便 数 ・路線 の制 限撤 廃,ア メ リカ航 空 輸 送 企 業 へ の 外 国 政府 の差 別 的 ・不

公 正 競 争 行 為 の排 除,国 際線 一路 線へ の複 数 ア メ リカ航 空 輸 送企 業 の 参 入,ア

メ リカ国 内 ゲら トウ ェ イの増 加 に よ る 国際 ノ ン ス トップ便 の 拡 大 お よび 国 内線

サ ー ビス との 統 合,航 空 貨物 輸 送 の増 強 の7項 目 を挙 げた 。

これ らの 項 目の うち,一 路 線 へ の複 数社 参 入 の促 進 と は,フ ラ ッグ キ ャ リ ア

.が 独 占 的 に運 航 す る路 線 へ の メ ジ ャー の 追加 的 な参 入 の促 進 を意 味 した 。 政 府

と民 間航 空 委 員 会(CivilAeronauticsBoa■d;CAB)は,カ ー タ ー声 明 に基 づ

い て諸 外 国 との航 空 交 渉 に着 手 す る と と もに,新 規 参 人 に必 要 な 国際 路 線 免 許

付 与 の条 件 を 緩 和 す る こ と に よ っ て,複 数 社 参 入 が 合 意 さ れ た 路 線 へ の メ

ジ ャー の参 入 を促 進 した。

メ ジ ャー の 国 際 線 市 場 へ の 進 出 に あ た っ て も う一 つ 注 口す べ き は,ゲ ー ト

ウ ェ.イの 増 加 に よ る国 際線 と国 内線 とのサ ー ビ.スの 統 合 の 促 進 で あ る。 ゲ ー ト

ウェ イ の増 加 は,当 初 か ら メ ジ ャー の 国際 線 市 場 進 出 を意 図 して 行 な わ れ た も

め で は な く,む しろ国 際 路線 ヘ ア クセ ス可 能 な空 港 を要 求 す る地 元 の 政 治 的 圧

力 に よ る もので あ った り,航 空 交 渉 にお い て相 手 国か ら運 賃 と輸 送 力 の 制 限 削

除 と引 き換 え に ア メ リカ市 場 へ の ア クセ スを提 供 す る交 渉 戦 略 と して 採 られ た

措 置 で あ っだ1。 しか し,後 にみ るよ う に,ゲ ー トウ ェ イ増 加 に よ る 国 際 ・国

内 サ ー ビス の統 合促 進 は メ ジ ャーが 国 際線 市 場 に お い て台 頭 す る決 定 的 な条 件

4}Lobs.,め 砿,p.202.
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Σ メジャーの参入に対す る制 約.

カ ー ター 声 明 を 受 け て,1979年8月,国 際 航 空 輸 送 競 争 法(lntemational

AirTransportationCompetitionActof1979:IATCA)が 上 程 され,翌 年2

月 に 成 立 した。TATCAに よ っ て 連 邦 航 空 法(FederalAviationAct;FAA)

に加 え られ た新 た な条 項 は,国 際 路線 免許 の緩 和,運 賃 認 可 に お け る標 準 国 際

運 賃 レベ ル の設 定,運 賃 設 定 にお け る二重 不 承 認 主 義 の導 入促 進,外 国 政 府 ・

航 空輸 送 企 業 の ア メ リカ航 空 輸 送企 業 に対 す る 反競 争 的行 為 に対 す る報復 措 置

発 動 手 続 き の強 化 な どで あ り,カ ー ター声 明 を ほ ぼ踏 襲 す る もの で あ った 。 さ

ら に 同法 は,カ ー ター 声 明 同様 の競 争 的市 場 へ の信 頼 に加 え て,市 場 シェ アの

維 持 と増.大の機 会 達 成 を 含 む ア メ リ カ航 空 輸 送 企 業 の競 争 ポ ジ シ ョ ンの強化 を

政 策 目 的 と して 明 記 した%要 は,二 国 間協 定 の 自由 化 を 通 じて当 該 路 線 へ 競

争 を導 入 し,そ う して ア メ リ カ航 空輸 送企 業 が 相 手 国企 業 か ら シ ェ ア を奪取 し

うる環 境 を整 備 す る こ とが 同 法 の 目的 で あ った。

しか し,そ の よ う な二 国 間協 定 の 白山化 は航 空交 渉 に おい て 制 約 を受 け る こ

と とな る。 メ ジ ャー の 国 際 線.市場 へ の進 出 に と って最 大 の桎 梏 は,国 際 路線 の

運 航 企 業数 制 限=路 線 参 人 制 限 で あ った。 た い てい の外 国政 府 は1社 しか航 空

輸 送企 業 を もた な い か,国 際 路 線 で の 運 航 を1社 の大 手 企 業 に 限 る場 合 が 多

か った 。 そ のた め ア メ リ カ政 府 との航 空交 渉 に 臨む 外 国 政 府 は,自 国 の 航 空輸

送企 業 が ア メ リ カの 複 数 社 と競 合 す る こ とを 回避 す るた め に,企 業 数 制 限 を削

除す る二 国 間協 定 の 自由 化 に は抵 抗 した。

確 か に ア メ リ カ政 府 は オ ラ ン ダ,ベ ル ギ ー,西 ドイ ヅ な ど の諸 国 との 間 で 自

由化 交 渉 を進 展 させ,運 航.企業数 お よ び輸 送 力 を増 加 させ た 。 しか し,イ ギ リ

ス,フ ラ ン ス,日 本 とい った大 規 模.市場 を有 す る主 要 相 手 国 との 間で は容易 に

5)Havol,B.F.,1刀3照 πhの 朋5委 曲=加 卿 α初巳〃h'ゆ プora」VewEraゴ 刀 ∫"'㈲ 如1㎝ ごAviation,

Ha翼ue,K1し1werLawInternaてTonal,1497、nn.160一 且61.
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自 由化 を受 け入 れ させ る こ とが 出 来 な か っ た ので あ る。 そ も そ も二 国 間協 定 に

は二 国 間市 場 の輸 送 シ ェ アを 双 方 の企 業 に よ っ て配 分 しよ う とす る意 図が 含 ま

れ て い る。 そ こヘ ア メ リカが 一 方 的 に 競 争 を持 ち こみ シ ェ ア を奪 取 しよ う とす

るの で あ るか ら,た とえTATCAと い う法 的 な 後 ろ盾 を も って して も,そ れ

が 国 内法 で あ る限 り,.ア メ リカ政 府 の 自由 化 政 策 は 相手 国 の抵 抗 を招 くこ と と

な る。 こ こに アメ.リカ 国際 航 空 白 由化 政 策 の 限 界 が あ った%

3国 際路線 における 「置 き換 え」提案

以 上 に 見 た よ うな 国 際 路 線 の 参 人 制 限 はIATCA上 程 時 点 で 想 定 され て い

た こ とで あ り,法 案 は競 争 促 進 の 立場 か ら参 人 制 限 のあ る国 際 路 線 に お け る運

航 企 業 の 「置 き換 え(substitution)」 を提 案 した 。

法 案 は,国 際線 市 場 へ の 競 争 導 入 を 意 図 して,路 線 参 人 につ い て 規 定 す る

FAA第40ユ 条(9)項 の 修 正 を求 め た.そ れ は,当 該 路 線 に お い て 運航 が 認 め ら

れ る アメ リカ航 空 輸 送 企 業 の数 が 二 国 間協 定 あ るい は諸 外 国政 府 が 課 す そ の 他

の 諸 制 限 に よ って制 限 され てい る場 合,先.発 企 業 よ りも低 運 賃 の導 入,高 水 準

の サ ー ビス の提 供 を 申請 した他 の ア メ リカ航 空 輸 送 企 業 に 当該 路 線 で の運 航 を

置 き換 え る とい う もの で あ り,CABに 対 して公 聴 会 の 開催 を 条 件 とせ ず に.そ

の権 限 の 行 使 を認 め る とい う もので あ っ た。

CABお よ び 運輸 省,国 務 省 は次 の よ うな論 拠 に よ って 「置 き換 え」 提 案 を

支 持 した 。

「1社 のみ が サ ー ビ ス を提 供 して い る市 場 で さ え,新 規 参 入 に制 限 が な けれ

ば,参 入 の脅 威 は(先 発 企 業 に と って)公 衆 の 要 求 に応 え る運 賃 とサ ー ビス を

維持 す る た め の イ ンセ ンテ ィブ と して働 き得 る。 … …(「 置 き換 え 」)提 案 は,

参 人 の脅 威 に似 た イ ンセ ンテ ィブ を提 供 す るで あ ろ う」η。

6)Naveau,∫.,1溜rp聖oε ∫oηα1Afr7物7ぞ ∫port加Aclay.ご η8Wbダ 砿Burussels,MareousNijhoff

Publishers,1989,PP,46-47,Have且,P.,it..PP.159-16〔L

7>U.S.Congress,Senate,Sub,.㎜itteeonAvia[ion.HearingJ覆 轍`吻1認Al"丁 卿o翩 翻

C。 曜 伽,、A・`げ'979,鮪 ヒ"C・ng・ess【S・ 蜘 ・m,A・g・ ・し21and22,1979・W・ ・hin呂t・ 隅!
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この よ うに政 策 名 局 が 支持 した 「置 き換 え」 とは,国 際 路 線 にお け る競争 イ

ンセ ンテ ィブ の形 成 を意 図 した も ので あ り,低 運 賃 ・サ ー ビス改 善 に眼 目が 置

斐 か れ た もの で あ ・て ・ 一 購 へ 鳳 蝶 の 参 入 躾 現 す る た め の 手 段 で は な

か った 。 しか し,こ の 「置 き換 え」 は,.メ ジ ャー に 国際 線 市 場 進 出 のた めの 可

能 性 を提 供 す る もの で あ った 。 こ の提 案 を支持 し参 入 制 限 の あ る路 線 に お け る

運 航 を フ ラ ッグキ ャ リア に取 っ て代 わ る こ とが メ ジ ャー に と って 国際 線.市場 へ

進 出 す る上 で の 妥 当 な 選択 の よ うで あ った が,事 態 は.異な った。

メ ジ ャー を含 む航 空輸 送 業 界 は,競 争 促 進 とい う同法 案 全 般 の]的 を支 持 し

た が,そ の]的 は あ くまで も二 国 間協 定 の 自 由化 を 通 じて 実 現 さ れ る もの で

あ って,そ れ を 「置 き換 え」 に よ って 行 う こ と には 反対 で あ る との論 陣 を張 っ

た 。 証 言 に立 っ たW.H.Waltrip(ア メ リカ ン副社 長),M,」,Lapensky(ノ ー

ス ウエ ス ト社 長 兼CEO)ら は 「置 き換 え」 に反 対 す る理 由 と して 概 ね 次 の よ

う な 内 容 を 述 べ たB,。 第.一 に,「 置 き換 え 」 提 案 は,航 空 経 済 学(Airline

Ec・n・Mies)に つ い て の 理 解 が な い 。 航 空 経 済 学 に お い て は,① 企 業 は航 空

機 の 購 入 だ け で も数 ヶ月 か ら数 年 に及 ぶ 期 間 を必 要 とす る,② チ ケ ッ トオ

フ ィス 等 の 長 期 賃 貸 契 約 の 中止 や雇 用契 約 の終 了 あ るい は 海外 で の新 規 雇 用 に

と もな う追 加 的 訓 練 は 多 額 の 支 出 を必 要 とす る,③ 新 規 参 入 した 企 業 の 宣

伝 ・マ ー ケ テ ィ ングの 初期 投 資 は,通 常 の運 航 時 と比 較 して大 規 模 な もの とな

重 る。 したが っ て,CARの 独 断 に基 づ く運 航 企 業 の 「置 き換 え 」 は,こ う した

航 空 経 済 学 の 観 点 か ら見 て先 発 ・後 発 双 方 の 企 業 に多 くの 弊害 を もた ら しか ね

ない 。 第 二 に,先 発 企 業 の 国際 路 線 網 の1区 間 が 「置 き換 え」 に よ って そ の企

業 の運 航 路 線 か ら削 除 さ れ た場 合,直 接 の 「置 き換 え」 対 象 で は な い路 線 の輸

送 量 の 減少 を もた らす こ とに な りか ね な い 。 第 三 に,「 置 き換 え」 提 案 は外 国

政 府 の 態 度 につ い て考 慮 して い な い。 先 発 企 業 は二 国 間協 定 の 運賃 設 定 と輸 送

力 等 に関 す る制 限 の 下で 運 航 して い る ので あ って,仮 に他 の航 空輸 送 企 業 に置

＼U.S.G、P,0.,1979,PP.56-58.

8)π ノid,w.124-136,1邸 一157.

.響 ・
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き換 わ った と ころで,同 じ制 限 が 課 され る限 り,低 運 賃 や サ ー ビス改 善 が 実 現

す る とは 限 らない 。

さ ら に,.ア メ リ カ の 定 期 航 空 輸 送 企 業 が 加 盟 す る ア メ リ カ航 空 運 輸 協 会

(AirTransportAssociationofAmerica:ATA)9}のN.」.Philionは,加 盟 企

業 を代 表 す る立場 か ら 「置 き換 え」 に反 対 し概 ね 次 の よ うに証 言 した'ω。 外 国

航 空 輸 送 企 業 は既 に市 場 に お い て 確 立 して い る サ ー ビス を引 き続 き提 供 しう る

の に対 して,新 規 参 入 した ア メ リカ の航 空輸 送 企 業 は外 国 の競 争 相 手 よ りも立

ち遅 れ た 施 設 とサ ー ビ.スで 運航 を 開 始 しな け れ ば な ら ない 。 した が って,所 与

の市 場 にお け るサ ー ビス の追 加 と は違 って,「 置 き換 え」 は 外 国 企 業 の.ア ドバ

ンテ ー ジ と して 働 くこ と とな り,ア.メ リカ航 空輸 送 企 業 の競 争 力 は弱 め られ る,

と。

結 果 と して,「 置 き換 え 」提 案 は,航 空 輸 送 業 界 の意 向 を反 映 し,..審議 の 過

程 で 削 除 され る こ と とな った 。 当 時,メ ジ ャー は 二 国 間協 定 の 自 由化 を通 じた

諸 制 限 の削 減 され た 既 存 の 路線 で の 輸 送力 の拡 大,あ るい は新 規 に参 入 が 認 め

られ た路 線 にお け る免 許 の 取 得 を 国 際線 市 場 へ の進 出 お よ び シ ェ ア拡 大 の 手 段

と した 。 つ ま り 「置 き換 え 」提 案 に み る 政策 当局 の競 争 促 進 目的 と メ ジ ギー の

国際 線 市 場 進 出 手 段 とは 必 ず しも一 致 して い なか っ た ので あ る。 こ う した 政 策

と経 済 主 体 の 問の 認 識 の ず れ は,メ ジ ャー の側 が 国際 線 市 場 へ の 進 出 の た め の

競 争 力 基 盤 を未 だ 整 え られ て い な か った こ と に 求 め られ よ う。

しか し,メ ジ ャー は 国 内 規 制撤 廃 が進 展 す る なか で,国 際 線 市 場 にお い て 台

頭 す る競 争 力 基 盤 を獲 得 す る こ とに な る 。以 下 で は メ ジ ャ ーが 急 速 に国 際線 市

場 へ 進 出 しえた 要 因 を 考 察 しよ う。

9)当 時.ATAに 加 盟 す る航 空 輸 送 企業 は20社 あ り,そ れ ら に は バ ンナ ムの よ うに 「置 き換 え 、

に際 して 先 発 企 業 の 立 場 に あ る企 業 だ けで な く,新 規 参 入の 申請 を行 い う る後.発 企 業 の立 場 に あ

る企 業 も含 ま れ て い た 。

10)し 「.S.Congress,Senate,op.rit,p.201.
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IIIメ ジ ャ ーの 国際 路 線 の 拡 大

1規 制撤廃後の国内路線 の強化

ア メ リカ の 国 内 航 空 輸 送 に 関 す る規 制 は,1978年 航 空 規 制 撤 廃 法(Airline

Deregulati。nAct)に よ っ て段 階 的 に緩 和 され,1981年 に路 線 参 入 規 制,1983

年 に運 賃 規 制 が それ ぞ れ 廃 止 され,1985年 には 規 制 当 局 で あ るCAB自 体 の 廃

止 に至 った 。 こ う した 一 連 の 国 内 線 市 場 を 対 象 と した規 制 撤 廃 後,メ ジ ャ ー は

国 際競 争 力 を国 内 線 市 場 の 支 配 を 通 じて 強 化 して い っ た 。

第一 に,元 々 国内 に多 くの 運 航 路 線 を 有 して い た メ ジ ャー は、 路 線 参 入 規 制

の撤 廃 に よっ て既 存 の国 内 路線 網 の ハ ブ ・ア ン ド ・ス ポ ー ク ・シ ス テ ム路 線 網

へ の再 編 が 可 能 とな り,こ の 路 線 再 編 に よ って 運航 頻度 を あ げ る と と もに,ハ

ブ空港 で の乗 り継 ぎに よ る新 しい 都 市 間 サ ー ビス の提 供 を 可 能 に し,よ り多 く

の 需 要 を獲 得 した。 その 結 果,メ ジ ャー は ハ ブ 空 港 に お け る 自社 の 占有 率 を高

め 自社 便 へ の顧 客 誘 導 を容 易 と した だ けで な く,競 合他 社 との価 格 競 争 に巻 き

込 ま れ る こ と な く高 い 実 収.単価 の 維 持 が 可 能 とな ったL%他 方,フ ラ ッグ キ ャ

リ アは,メ ジ ャー に比 して 国 内 路 線 網 の 展 開 に お い て劣 勢 に あ っ たが 故 に,規

制撤 廃 に よ って 国 内路 線へ の 参 入 機 会 が 与 え られ た もの の,メ ジ ャー に 匹敵 し

う る国 内路 線 網 の構 築 に至 らず,需 要 を獲 得 す る こ とが で きなか っ た 。

第 二 に,運 賃 規 制 が 撤 廃 さ れ 価 格 競 争 が 激 化 し て い くな か,CRS(コ ン

ピ ュー タ予 約 シス テ ム)に よ る イ ー ル ド ・マ ネ ジ メ ン ト(実 収単 価 の 管理)は,

航 空輸 送企 業 の経 営 戦 略 の 中枢 に位 置 す る こ と とな った が,こ の領 域 に お い て

も メ ジ ャーが 競 争優 位 に立 った 。 メ ジ ャー はCRSの 活 用 に よ っ て座 席 の複 雑

な価 格 設定 を需 要動 向 に応 じて変 更 し収 益 の 最 大 化 を 可 能 と した だ け で な く,

検 索 画 面 に 自社 便 を最 初 に表 示 す る デ ィス プ レイ ・.バイ アス を通 じて 自社 便 へ

11)藤 山一穂 「米国航空規制緩和後 にお ける各社の盛衰一 損益 分岐 ロー ドフ ァク ターと実績 ロー ド

ファクター にみ る各社 の経 営戦略一 」rて い く汚ふ』To.57,1992年,54ペ ージ。以.卜.の航空輸

送企業各社 の経営戦略 につ いては,同 論文お よび同 「米国航空業界 の規制緩和 と大 手航空会社 の

盛衰」『運輸 と経済」第52巻 第12号,1992年12月 を参照 した。
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の顧 客 誘 導 を容 易 に した り,予 約 手 数料 や賃 貸 料 に よる収 入 も手 に した 。 他 方,

パ ンナ ムが 最 後 まで 独 自 のCRSを 開発 し所 有 す るに 至 らな か った こ と は,同

社 が マ ー ケ テ ィ ング上 不利 な立 場 に立 た ざ るを え な い大 きな要 因 とな った 。

第 三 に,メ ジ ャー が 競 っ.て導.大 したFFP(常 連 顧 客 優 遇 制 度)は,搭 乗 距

離 に応 じて無 料 航 空 券 と交 換 す るサ ー ビス で あ る性 質か ら広 範 な路 線 網 が 構 築

さ れ るに伴 い そ の利 用 価 値 が 高 ま るた め,国 内路 線 網 の展 開 を大 規 模 に行 うメ

ジ ャー の顧 客 の集 中 に拍 車 をか けた 。

第 四 に,レ ー ガ ン政 権 期 の 反 トラス ト法緩 和 政 策 もメ ジ ャー の国 内 路 線 網 の

強化,市 場 支 配 の要 因で あ った 。 ハ ブ ・ア ン ド ・ス ポ ー ク ・シス テ ムが 内 在 す

る構 造,す なわ ち規 模 の拡 大 が 更 な る需 要 の拡 大 を もた ら し,ハ ブ にお け る 占

有 率 の上 昇 が需 要 の確 保 を容 易 にす る と と もに価 格 決 定 に お け る優 位 性 の確 保

を 可 能 とす る こ とが,メ ジ ャー に合併 を通 じた規 模 の拡 大 を推 進 させ た 。 そ う.

した メジ ャー の 合併 に よ る規 模 拡 大 の動 向 は,1985年 のLAB廃 止 後,合 併 に

関 す る認 可 権 限 をCABか ら継 承 したDOTが 航 空 輸 送 企 業 問 の 合 併 に寛 容 な

態 度 を と った た め い っそ う拍 車 が か か っだ%認 可権 限 が 司 法 省 へ 移 管 され た

1988年 まで に,運 輸 省 は 申請 の あ った21件 の 合併 す べ て を承 認 した ので あ る。

2メ ジ ャ ーの 国 内 ・国 際 路 線 の統 合

国 際 線 市 場 に お け る 旅 客 輸 送 は,国 内 ゲ ー ト ウ ェ イ か ら海 外 ゲ ー トウ ェ イ へ

の 搭 乗 の み の 旅 客 を 除 け ば そ の 多 くは 国 内 の 旅 客 輸 送 の 延 長 に あ る 。 した が っ

て,航 空 輸 送 企 業 が 国 際 線 市 場 に お い て 競 争.優 位 に 立 つ た め に は,国 内 線 市 場

に お け る 旅 客 輸 送 を 自 社 の 路 線 網 へ 囲 い 込 み,そ の 旅 客 を 自 社 の 国 際 線 へ 接 続

す る こ とが 最 も有 効 な 手 段 と な る 。 航 空 輸 送 企 業 は,機 材 お よ び エ ン ジ ンの 進

歩 に よ っ て 従 来 の ゲ ー ト ウ ェ イ に 限 らず.多 数 の 国 内 空 港 か ら 国 際 直 行 便 の 開 設

12〕Kasper,D,M、,DeregulationandGlabaliwtian:LiberalizingInternationalTradefnAirSer一

肌・燃,Cambridge,AnAmericanEnterpriseInstitute.Balli㎎erPublication,1988,P.37(岡 村 邦

輔 監訳,吉 田秀輝訳r国 際航空 白山化 論一サー ビス貿 易 とグローバル化一 」文眞堂,1993年,

38-39ペ ー ジ瓦
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が 技 術 的 に可 能 と な った が,こ れ らの 空港 に お い て十 分 な旅 客 数 を集 め る こ と

が 可 能 な 国 内路 線 網 を有 して い た の が,合 併 を通 じてハ ブ ・ア ン ド ・スポ ー ク

路 線 網 を強 化 して きた メ ジ ャー で あ った。

メ ジ ャーが 行 った 合 併 は,国 内 路線 網 の充 実 に と.どま ら.ず,国 際 線 との接 続

が考 慮 され て の こ とで あ った 。 後 述 す る1985年 の ユ ナ イ テ ッ ドに よ るパ ンナ ム

の 太平 洋路 線 買 収 は,充 実 した 国 内 路 線網 の 集 客力 を太 平 洋 路 線 で も活 用 しよ

う とす る 試 みで あ っ た ので あ り,こ れ に対 し,1986年,ノ ー ス ウ エ ス トが リパ.

ブ リ ック と合併 した の は,国 内 路 線 網 を強 化 し,太 平洋 路 線 で の競 争 力 を高 め

るた め で あ ったL帥。 また,ア メ リカ ンは,TWAか らシ カ ゴ=オ ヘ アー ヒー ス

ロー 路 線 お よ び オ ヘ ア空 港 関連 施 設 を買 収 す る こ と に よ って,自 社 の 国 内路 線

網 を オヘ ア空港 経 由 で 国 際線 へ 接 続 す る こ と を可 能 に した 。

パ ンナ ム は,規 制 撤 廃 後,1980年 に 国内 路 線 網 の 展 開 を図 って マ イ ア ミを拠

点 に 国 内 路 線 網 を もつ ナ シ ョナ ル を買 収 したが,こ の 試 み は 功 を奏 さず に終

わ った 。 そ の 理 由 は,ナ シ ョナ ル買 収 に伴 う三 種 の広 胴 機 の 抱 え 込 み が 機 材 面

で コ ス ト高 を招 い た こ とだ け で は な く,強 力 な 国内 路 線 網 を形 成 す る には 至 ら

なか っ たた め,供 給 に.見合 った需 要 を獲 得 で きな か った こ とに あ る1%こ の こ

とは,国 内 ・国 際 路 線 の接 続 に 際 して,国 内 の強 大 なハ ブ ・ア ン ド ・スポ ー ク

路 線 網 が い か に重 要 な役 割 を 果 した か を物 語 っ て い る。

この よ うな メ ジ ャーの 国 内 ・国 際 路 線 の 統 合 は,国 際 線 市 場 に お け るパ ン ナ

ムTWAと い っ た フ ラ ッ グ キ ャ リア へ の 国 内 線 の 接 続 数 を減 少 さ せ た 。 フ
,

ラ ッグキ ャ リ アは,メ ジ ャー に比 して 国 内 路 線 が 限 られ て い た た め,自 社 の 国

際 線 旅 客 の....部を メジ ャー に よ って集 客 され た 旅 客 に依 存 して い た 。 と ころ が,

メ ジ ャー の 国 際線 進 出 と国内 都 市 か らの 国 際 直 行 便 の 開 設 は,従 来 メ ジ ャーが

フ ラ ッグ キ ャ リ アへ 接 続 して いた 旅 客 を メ ジ ャー 自 らが 囲 い 込 む 結 果 とな った 。

13)実 方 謙 二 ・古城 誠 「寡 占化 す す む 来 航 空 界 」f2い く$6,WNo.41,1988年,37ペ ー ジ。

14)供 給.量 を37%増 加 させ た の に対 して.需 要 の 伸 び は21%に と ど ま った,藤 由...・穂.前 掲 論 文,

96ペ ー ジ 。
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メ ジ ャー の 国 内 ・国 際 路 線 の 統 合 は,パ ン ナ ム やTWAに と っ て は 国 際 線 市

場 にお け る競 争者 の 台頭 を 意味 しただ けで な く,従 来 メ ジ ャー か ら接 続 して い

た フ ィー ダー(支 線)の 減 少 を も意 味 したの で あ る15,。

こ う して メ ジ ャー は 国 内 に強 大 な集 客 基 盤 を形 成 す る こ と に よ って 国 際線 市

場 に お い て シェ ア拡 大 を な し得 る競 争 力 を手 に入 れ た ので あ る 。 つ ま り,メ

ジ ャー の 国 際 線市 場 へ の進 出 は,国 内規 制 撤 廃 後 の国 内 路 線 網 の 強 化 と国 内市

場 の支 配 を 国 際競 争 力 の 源 泉 と してい た ので あ る。 カー ター 声 明 お よ びIAT一

. CAに 始 ま る国 際航 空 自由化 政 策 は,こ う した メ ジ ャー の競 争力 基盤 の確 立 と

相 俟 って 効 果 を.発揮 しえ た ので あ っ た。

3国 際路線 資産 の買収

強 大 な 国 内 路線 網 を競 争 力基 盤 と して 国際 線 市 場 へ 参 入 した メ ジ ャー の 躍 進

は,規 制 撤 廃 以 後,不 安定 な収 益 構 造 に あ っ た フ ラ ッグ キ ャ リアの競 争 力 を削

ぎ落 と し,業 績 悪 化 に い っそ うの拍 車 をか け た。 そ の結 果,フ ラ ッグ キ ャ リア

は経 営 難 の立 て 直 し策 と して 自社 が そ の運 航 権 を もつ 国際 路 線 お よ び当 該 路線

の関 連 施 設 の 売 却 に踏 み切 った 。

パ ン ナ ム は,70年 代 後半 か ら赤 字 体 質 の経 営 を続 け,ユ980年 に ニ ュー ヨー ク

のパ ンナ ム ビ ル,1981年 に イ ン ター コ ンチ ネ ン タル ホ テ ル とい った よ う にそ の

資 産 を売 却 しなが ら運 航 を 継続 して きた が,つ い に1985年5月,大 西 洋 路 線 へ

の資 源 の集 中 を図 り,太 平 洋路 線 を ユ ナ イ テ ッ ドへ 売 却 す る こ とに合 意 した 。

運 輸 省 は,パ ン ナ ムの よ うに財 政 難 に あ る航 空 輸 送 企 業 の キ ャ ッシ ュ ニー ズ

を考 慮 して,航 空 輸 送 企 業 間 に お け る国 際路 線 の運 航 権 お よ び 関連 施 設 の売 買

を認 め る こ と とな った16,。こ う してIATCA成 立 時 に は合 意 さ れ る こ との な

か っ た 国際 路 線 に お け る運 航企 業 の 「置 き換 え」 が,国 際 路 線 の フ ラ ッグ キ ャ

リアか ら メ ジ ャーへ 売 却 とい うか た ち を と って実 現 す る こ と とな っ た。

15>U.S.DOT,漉 ㎝ 忽ワ、丁価た施π8㎝Co御 ρ♂`∫`如ηゴπす加 α εDρ川楓r∠詫・4ゴr伽直1㎡臨鐸.」"一

雄 η副o剛 んr踊 嘘 、Washington,U、S.G.F.0.,1990、

15)Have1,09.at.,p.165.
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80年 代 後 半 か ら90年 代 前 半 に か け て,同 様 の 国際 路 線 売 買 が 続 い た 。 イー ス

タ ンは,1989年3月 に破 産 法11条 の適 用 を受 け そ の下 で 運 航 を継 続 して きた が,

つ い に1991年1月 に運 航 停IEに 至 った 。 そ の過 程 で1990年 に イ ー ス.タンか ら ア

メ リカ ンヘ ラテ ンア メ リカ路 線 が 売 却 され た 。 そ の 後,パ ンナ ム,TWAの 国

際 路線 売 却 が 続 い た 。 大 西 洋市 場 に お い て,パ ンナ ム とTWAは,先 発 企 業

と して ヨー ロ ッパ 最 大 の 市 場 で あ るロ ン ドン=ヒ ー ス ロ ー空 港 へ の運 航 権 を有

し,他 の ア メ リカ企 業 に 対 して競 争優 位 に あ っ たが,つ い に経 営 難 か ら当 該 路

線 まで を も売 却 しな けれ ば な らな い事 態 に 陥 っ た。 パ ンナ ム は,1990年10月,

ヒー ス ロー へ の 各 路 線 を ユ ナ イテ ッ ドへ売 却,翌 年1月,大 西 洋 路 線 をデ ル タ

へ 売 却 した 。 しか し,パ ンナ ム の経 営 再建 は な らず,1991年12月 に運 航 停.止に

至 った が,こ の 際,パ ンナ ム は ラテ ンア メ リカ路 線 をユ ナ イ テ ッ ドへ 売 却 した 。

一 方
,1990年12月,TWAが ヒー ス ロー 空 港 へ の6路 線 の 売 却 を 発 表 す る と,

激 しい 入 札.合戦 が 起 こ った が,結 果,TWAは3路 線 を ア メ リ カ ンへ 売 却,後

に2路 線 をUS=ア へ売 却 した。

1986年 か ら1992年 の 間,こ う した 国 際路 線 資 産 の売 却 総 額 は28億 ドル以 上 に

一ヒつた が,そ の 大 半 が ア メ リ カ ン,ユ ナ イテ ッ ド,デ ル タへ 売 却 され た もの で

あ った(第3表)。

国内 規 制 撤 廃 後,国 内 線 市場 シ ェア を 支配 した メ ジ ャ ー は,国 内 路 線 を足場

と して 国 際 線 市 場 へ 蓄 積 基 盤 を拡 大 して い くこ とが,国 内で 存 続 す るた め に も

必 要 で あ った 。 と こ ろが,強 大 な 国 内 路線 網 に よ っ て国 際 競 争 力 を獲 得 した メ

ジ ャー に とって も,先 に み た 二 国 間協 定 に よ6て 規 定 され る路 線 参 人 制 限 は依

然 と して 国 際 路 線 進 出 の た め の桎 梏 で あ り続 け た。 そ う した なか,メ ジ ャー に

とって,フ ラ ッグキ ャ リアか ら国 際路 線 の運 航 権 を買 収 す る こ とが 最 も容 易 な

国際 線 市 場 へ の 進 出 の 手段 で あ った 。 それ に対 し,国 際 線 市 場 に お け る 主役 が

フラ ッグ キ ャ.リアか らメ ジ ャー へ 国 際路 線 資 産 の売 買 を通 じて な し崩 し的 に進

む 段 階 に至 り,政 府 は 国 際 路 線 資 産 の売 買認 可 とい うか た ちで メ ジ ャー の 台 頭

を追 認 した の で あ った 。 こ う した結 果,か つ て は ア メ リ カ を代 表 した フ ラ ッグ
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第3表 ア メ リ カ大 手 航 空 輸 送企 業 間 の 国際 路 線 資 産 の売 買(1985-92年)

買 収 社 売 却 杜 売 買 資 産
金 額

〔100万$)

ア メ リ カ ン イー ス タ ン ラテ ンアメ リカ路線網 471.0

コンチネ ンタル シア トルー東京線 150.0

TWA ポ ス ト必 ロ サ ンゼ ル ス,ニ ュー ヨ ー ク一 口 ン ドン線 515.0

zwA シカゴー ロン ドン線 195.0

ユナイテ ッド パ ン ナ ム

パ ン ナ ム

パ ン ナ ム

デ ル タ パ ン ナ ム

USエ ア

パ ン ナ ム

TWA

太 平 洋 線

ニ ェ ー 三一 ク,ロ サ ンゼ ル ス,サ ンフ ラ ンシ ス コ,

シ ア トル,ワ シ ン トンー ロ ン ドン線

ラ テ ンア メ リ カ路 線 網

ニ ュー ヲー クー ヨー ロ ッパ 線,フ ラ ン ク フル トハ ブ

パ ンナ ム ・シ ャ トル

ニ ュー ヨー クー メ キ シ コ ・シ テ ィ線

ボ ルチ モ ア,ブ イ ラデ ル フ イアーgン ドン.線

715.0

400.0

135.0

526,0

25.0

5D,0

出所:夕 一 セ ック,M.R.,J.A.リ スク 「航空 業界 に よける近年 のM&A動 何」 「て い くおふ」

No.58,1992年,18ペ ージ,な どよb作 成。

キ ャ リ ア の パ ン ナ ム,イ ー ス タ ン の 消 滅,TWAの 路 線 売 却 を 通 じ て,メ

ジ ャ ー の ア メ リ カ ン,ユ ナ イ テ ッ ド,デ ル タ各 社 へ の 国 際 路 線 の 移 転 お よ び 集

中 が 進 ん だ 。

お わ り に

事実上の 「置き換え」がメジャーの国際路線資産買収というかたちで進行 し

た結果,ア メリカ政府の国際航空輸送政策は,国 際的に圧倒的な競争力を有す

るメジャーを後ろ盾として,よ り強固な自由化の路線を明確なものとするとと

もに,メ ジャーの側は,政 府の白山化政策を追い風にして,そ の蓄積基盤の.主

力をいっそう国際路線へと傾斜させてゆ くこととなる。

しかし,国 際路線への参人制限をはじめとする二国間協定に基づ く諸制限は

依然 として存在していた。そのため,国 際線市場ヘシフ トし始めたメジャーの

蓄積戦略 とアメリカ政府b国 際航空自由化政策賦 外国政府の対抗に直面する

こととなる。このような外国政府 ・企業の動向をも視野に入れたその後のアメ
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リカの国際航空輸送政策の展開は別稿で考察 したい切。

1の 拙稿 「1990年代の ア.メリカ国際航空輸 送政策の再編 成一航 空連合 の形成 とオー プンスカイ政策

の展 開一」 「京都大 学経済論 集」 第18号,2000年9月,掲 載予定。


